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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年１０月１９日（月）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時２３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 嶋野浩一朗  委　　員 本保加津枝

委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

産業振興課長　鈴木康之

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

同部参事兼国保年金課長　堤　　守　　障害福祉課長　吉田量治

介護保険課長　山田雅也 国保年金課参事　寺田　博

こども育成課参事　船寺順治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．審査案件（審査順）

議案第４１号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案第４２号　平成２１年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１号）
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　ただいまから民生常任

委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　時節柄、行事等々で何かとお忙しいと

ころ、本日は、民生常任委員会をお持ち

いただきまして、大変ありがとうござい

ます。

　さきの改選で、今度新しくこの民生常

任委員にご就任された皆さんには、また

１年間、何かとご審査を賜ると思います

が、どうぞよろしくお願いいたします。

　本日は、過日の本会議で、この委員会

に付託されました案件について、ご審査

をいただくことになりますけれども、何

とぞ慎重審査の上、ご可決賜りますよう

によろしくお願いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、本保委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、先に議案

第４１号所管分の審査を行い、次に議案

第４２号の審査を行うことに異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　それでは、議案第

４１号、平成２１年度摂津市一般会計補

正予算（第４号）のうち、保健福祉部に

係る部分につきまして、補足説明をさせ

ていただきます。

　９ページからの歳入歳出補正予算事項

別明細書の目を追って、主なものについ

てご説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、１２ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項２、国庫補

助金、目１、民生費国庫補助金の児童福

祉費補助金の増額は、小学校就学前３年

間の幼児教育期の児童を対象とした、子

育て応援特別手当の支給に係る交付金で

ございます。

　同じく１２ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目２、民生費府補助金

の増額は、大阪府安心こども基金特別対

策事業費補助金で、摂津ひかり幼稚園が

平成２２年度から認定こども園に移行す

るための保育所整備費、及び社会性を高

めることによって子ども自身が自分の力

を伸ばしていくことを目的とした、フレ

ンズプログラムの実施に係る経費に対す

るものでございます。

　１４ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目２、介護保険特別会

計繰入金は、介護保険特別会計の平成２

０年度決算に伴う精算金を繰り入れるも

のでございます。

　続きまして、１８ページからの歳出で

ございますが、款３、民生費、項１、社

会福祉費、目５、老人医療助成費及び目

６、障害者医療助成費は、事業費確定に

伴う過年度分府費返還金でございます。

目７、障害福祉費は、事業費確定に伴う

国庫、府費返還金でございます。

　同じく１８ページ、項２、児童福祉費、

目１、児童福祉総務費の増額は、歳入で

ご説明しました摂津ひかり幼稚園が認定

こども園へ移行するための保育所整備に
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係る補助金、及びフレンズプログラムの

実施に係る経費でございます。目４、母

子福祉費は、事業費確定に伴う過年度分

国庫返還金、目５、乳幼児等医療助成費、

及び目６、ひとり親家庭医療助成費は、

事業費確定に伴う過年度分府費返還金で

ございます。目７、子育て応援特別手当

費は、歳入でご説明しました子育て応援

特別手当、及び手当支給の事務に係る経

費でございます。

　なお、国の平成２１年度第１次補正予

算の執行の見直しについて、１０月１６

日に閣議決定されました。その中で、現

在、議会提案させていただいております

平成２１年度摂津市一般会計補正予算

（第４号）で掲載しております子育て応

援特別手当が執行停止項目に含まれてお

り、大阪府を通じ執行停止の通知を受け

たところでございます。

　こうした状況にございますので、この

事業につきましては国の財源なくしては

執行が困難なことから、予算計上してお

りますが、未執行処分とさせていただく

とともに、次期定例会において減額補正

をお願いしたいと考えております。

　また、平成２２年度の国の当初予算の

概算要求も提出された模様でありますが、

既存の制度に変更があるのか、ないのか、

全く白紙の状態であります。今後、詳し

い情報を入手しましたら、皆様にご報告

したいと思っております。

　以上、議案第４１号、平成２１年度摂

津市一般会計補正予算（第４号）所管分

の補足説明とさせていただきます。

○森西正委員長　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　議案第４１号、平

成２１年度摂津市一般会計補正予算（第

４号）のうち、生活環境部に係ります事

項につきまして、目を追って補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、１４ペー

ジ、款１９、諸収入、項４、雑入、目２、

雑入は、地域活性化・経済危機対策臨時

交付金の活用によります地域活性化経済

対策事業として、商品券の発行に伴う商

店連合会負担金と商品券の売上金でござ

います。

　続きまして、歳出でございますが、２

２ページ、款６、商工費、項１、商工費、

目２、商工振興費は、商品券の発行や換

金、支払い等に係る事務経費となってお

ります。

　なお、本会議において、商品券の販売

場所へ行くことができない弱者への対策

についてご質問をいただいた中で、その

対策といたしまして新たに特別販売枠を

設け、寝たきりなどの方に配慮した対策

を講じてまいりたいと考えており、その

ことについてご報告を申し上げます。

　その方法などにつきましては郵送など

による応募とし、３００セット募集いた

します。市内入所施設や在宅の寝たきり

などの方で、商品券の購入を希望される

方が利用でき、申し込みは代筆も可能と

いたします。はがき、封書に加えてファ

クスの申し込みも可能といたします。応

募者が３００人を上回った場合につきま

しては、抽せんとさせていただきます。

　以上、議案第４１号、平成２１年度摂

津市一般会計補正予算、歳入歳出の補足

説明とさせていただきます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　本保委員。

○本保加津枝委員　おはようございます。

　それでは、ただいまご説明をいただき

ました中から質問させていただきたいと

思います。

　今説明がありました雑入の産業振興課

の方の商店連合会の負担金を初め、商品

－3－



券の売上金等々で予算が上がっておりま

すけれども、こちらの方、今、弱者対策

についてご説明をいただきましたけれど

も、この３００セットというふうに限定

をしていただいておりましたけれども、

この３００セットをお決めになりました

基準の根拠等々について、もう少し詳し

くご説明をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、３００

セットの算定についてご答弁申し上げま

す。

　今回、特別枠としまして３００セット

を販売する形になりました。これは６日

の日曜販売の２，０００セットのうち３

００セットを特別枠に移行し、対処させ

ていただきます。

　その３００セットの根拠につきまして

は、本市には介護認定者２，３００人、

障害者の手帳を持つ方が２，４００人お

られます。障害者の方で重度の方につき

ましては、既に介護サービスを受けてお

られるということで、介護サービスの実

施状況を参考に算定させていただいてお

ります。

　市内社会福祉施設入所４００人、みき

の路２５人、在宅の寝たきりの方の把握

としまして、入浴サービスをご利用が４

１名、また、入院等については人数等は

把握できませんので、一応１００名と算

定させていただきまして、その方５６６

名のうち、おおむね５０％の方が商品券

をご希望されるのではないかという算定

のもとで、２８３人を算定させていただ

きまして、３００名とさせていただきま

した。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　説明をいただきまし

た。こういった数といたしましても３０

０セットとかなり、全体の比率としまし

てもあれなんですけれども、多いという

ふうには言えない数ではないかなとは思

いますけれども、今回、議場等々で先ほ

どもご説明がありましたように、いろん

な質問が出ましたので、そういったこと

に対して速やかに対応されているという

ことは、大変評価に値すると思います。

　けれども、こういった中でやはり今回、

このプレミアムつき商品券の発行につき

ましては、商店会、あるいは地元の皆さ

んから、大変大きな期待感を持って発行

が待たれているところでもありますので、

どうかこういった中で発行に伴って換金

等々につきましてきちんとした、やはり

もう少し細部まで、今ご説明いただきま

したような基準等も明確に、いつ聞かれ

てもお答えをいただけるような形で、セッ

ト数についても明確にしておいていただ

ければ、大変ありがたいというふうに思っ

ております。

　また、いろんな細かい観点での基準で

すね、お一人が何回並ばれてもというよ

うな発言等も議場の方でございましたの

で、そういったことにつきましても、も

う少しきちっと精査していただいて、良

識を持って対応していただきたいという

ご希望は理事者の側からはありましたけ

れども、そういったこともきちんと市民

の皆さんにご了解をいただけるような形

で、この発行するセット数について市民

の皆さんが良識を持って対応していただ

き、また、地域の活性化にしっかりと一

定の効果を発揮するようにしていただけ

ればと思っております。

　産業振興課の今回の取り組みにつきま

しては、市長のご発言をもとに、しっか

りと速やかな対応をしていただきました

ことは、やはり地元地域の皆さんに期待

感を持って、何とかこの摂津市が地域の
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活性化に尽力をしてくれるんじゃないか。

また、してくれているという現実を今回

だけではなくって、しっかりと最低３年

間は、やっぱりこういった形で支援を継

続をしていただきたいという切実な声が、

もう既に上がっておりますので、こういっ

たことも踏まえて、今回の発行というこ

とがやはり第１回目ですので、大きな意

味を持っていると思いますので、慎重か

つ適正に、きちっと市民の皆様に喜んで

いただけるような、地域活性化の一つの

起爆剤として評価が得られるような形で、

しっかりとご努力をいただきたいと思っ

ております。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎議員。

○山崎雅数委員　では、何点かお聞きし

たいと思いますけれども、まず、入りと

出で、１３ページと２１ページ、大阪府

安心こども基金特別対策事業費補助金で

すけれども、これは今回の国の臨時経済

対策の流れで出てきたものなのかどうか。

単年度、急についたということであるの

かどうか。ひかり幼稚園のこども園の設

置は、これまであんまり議論は、この民

生常任委員会では上がってきてないと思

うんですけれども、この補助金というの

が急につくということがわかった上で計

画が出てきたものかというか、この流れ

を教えていただきたいと思います。

　こども園の設置ということなんですけ

ども、これまでだからそういう意味で議

論がされてこなかったと思うんですけど

も、民間というか私学のことですね、ど

こまでお話ができるかという面もあるか

と思うんですけども、児童福祉法では保

育ということに関しては、公的に責任を

持って措置と同等の運用をしているわけ

ですから、これは民間の制度とはいえ、

こども園への移行というのがどういった

ものになるのかというのを、ちょっとお

聞かせいただきたいと思います。

　保育の基準が下げられるとかいうよう

なことにはならないのかというか、規制

の緩和ですね、保育基準の低下につなが

らないかということをお聞きしたいと思

います。

　それから、次の２１ページの子育て応

援特別手当ですけれども、先ほども説明

でもう執行停止が基本的に決まって、府

からも通達があったということですから、

これは予算としては、額面として今回決

定するということに賛成すればなると思

うんですが、そういったところの矛盾を

どういうふうに考えておられるのか。

　聞くところによると、もうほかの議会

で、小さい自治体ではもう決定している

から、これは市のやろうという中身やか

ら、財源は自分とこで独自ででも執行す

るというようなことを決定する流れとい

うのも、若干、生まれてきたりもしてい

るようなんですけれども、そういったこ

とに関して、お考えをお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、次の２３ページのプレミア

ム商品券ですけれども、これの政策決定

に至る流れとかいうのを、もう一度お聞

かせいただきたいと思うんですが、商工

会とか商店会への打診とかの話、持って

いかれたのかどうかですね。これが本当

に経済対策になるかというところで、ど

ういった政策決定がなされてきたのかと

いうことを、お聞かせいただきたいと思

います。

　それから国の交付金は、地域活性化・

経済危機対策、緊急雇用対策などとなっ

ていますけれども、今回の補正のこの提

案が、この目的に本当にかなったものに

なっているのかというところで、効果を

どういうふうに見込んでおられるのか、
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お聞かせいただきたいと思います。

　それから、この商品券でこの間お話を

伺いますと、システム構築してというよ

うな話も先ほどの委員からもご発言があ

りましたけれども、今後の継続的な産業

刺激策という話も出てきてますので、こ

の結果を情報収集とともに、産業振興に

役立てたいという話を伺っておるんです

けれども、その辺のお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

　市民の話を私が聞き及ぶと、経済対策

という意味では雇用情勢、仕事がないと

いうか、依然厳しい不況の状況を訴えら

れる方が非常に多うございまして、雇用

対策などへの方策がどうなっているかを、

ちょっとあわせてお聞かせいただければ

と思います。

　また、参考までに、経済危機対策交付

金という点では、春にインフルエンザ対

策についてということで、執行が今され

ていると思うんですけれども、交付金を

使ってのインフルエンザ対策の進捗状況

についても伺いたいと思います。よろし

くお願いいたします。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　摂津ひかり幼稚

園の認定こども園に関するご質問につい

て、お答えさせていただきます。

　大阪府の安心こども基金につきまして

は、平成２０年度、２１年度、２２年度

の３年間の基金ということになっており

ます。もう既に今年度、工事に入ってい

る民間保育園の建てかえ等につきまして

も、この安心こども基金を補助として行っ

ているところです。

　今回の摂津ひかり幼稚園につきまして

は、大阪府の方から平成２１年度分につ

きまして、この大阪府安心こども基金に

ついて追加協議の通知が７月にございま

した。それに伴いまして、市内の法人に

紹介をさせていただいたというところで

す。

　摂津ひかり幼稚園さんの方から、この

大阪府安心こども基金に協議の申請を行

いたいという意向が、その後、出されま

して、９月末に府の方に協議書を提出し

たというような状況でございます。

　この認定のこども園につきましては、

先ほど保育の基準の低下につながるので

はないかというご心配がございましたけ

れども、保育部分につきましては認可保

育所としてやっていくということで、現

在お聞きしておりますのは、３歳未満児、

定員３０名ということで、お聞きをして

おります。

　認可につきましては、市の意見書を添

えて府の方に設置認可を申請し、府が認

可をするというようなシステムになって

おります。認可保育所ということになり

ますと、現在決められております保育所

の最低基準を下回るということはござい

ません。ほかの認可保育所と同じような

扱いということになっております。

　ただ、認定につきましては、市が何ら

かの形で関与するということではなく、

大阪府の方に直接認定の申請をされて、

その後に認定をするかどうかという判断

を、大阪府の方で行うというような形に

なっております。

　現在のところ鳥飼地域におきまして、

３歳未満児の待機児童が昨年の後半より

出ておりますので、特に低年齢児の待機

児童の解消というところから、今回、認

可の保育所の開設という方向へ向けて進

めているというところでございます。

　子育て応援手当についてでございます

が、冒頭に部長の方からご説明させてい

ただきましたように、この事業につきま

しては、国の財源なくしては執行が困難

なことから、今回、予算計上はさせてい
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ただいておりますが、未執行処分とさせ

ていただくとともに、次期の定例会にお

きまして、減額補正をお願いしたいと考

えているところでございます。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、まず、

政策決定に至るいきさつ等につきまして、

ご答弁を申し上げます。

　商品券につきましては、春の定額給付

金のときに商業の活性化の事業ができな

いものかということで、商工会、商店連

合会とお話をさせていただきました。

　そのときには時間も非常にタイトな状

況で、２月、３月期は商業者の決算時期

に当たりまして、事務的に応援が非常に

難しいという状況の中、また、財源的負

担をどうするのかという問題もあり、そ

の時点での事業実施はできませんでした。

　また、４月１０日になりまして、国の

方から経済危機対策交付金が交付される

ことが確定しまして、１０分の１０とい

う非常に市町村の負担が少ないというこ

ともありまして、これは消費拡大を見込

める事業もＯＫということで、また、商

業者の地域コミュニケーションも図れる。

ひいては商業者の活性化の条例制定に向

けての核となる商店会と量販店がともに

働きましてできる事業ということで、商

品券の実施を今回お願いする形になりま

した。

　また、二つ目の質問、国の交付金につ

きましては、経済危機対策臨時交付金の

事業の対象ということで、国からのメニュー

にも、地域のプレミアム商品券の発行と

いうメニューがございまして、本市にお

きましては先ほど申し上げたように、２

月、３月期に実施できなかったというこ

ともありまして、本市におきましては、

それが一番、市民や小売店からニーズの

高い事業と判断しまして、今回企画させ

ていただくことに至りました。

　次に、商品券の事業の結果、総括です

けども、これにつきましては、本市は当

初１，０００円券という案もありました

けども、５００円券という形で、市内に

１２万枚発行いたしまして、その商品券

の使われ方、どういうお店で、また、ど

ういう規模のお店で使われたのか。商品

券が返ってきた折、時間がかかりますが

分析をいたしまして、今後の商工業活性

化事業への貴重なデータとしまして、平

成１９年度に実施しました通行量調査、

及びアンケートによる購買実態調査とミッ

クスしまして総合的に分析をし、また、

商工業者にフィードバックをしまして、

また、ホームページにもアップしていき

たいと思っております。また、市としま

してもこのデータを活用し、活性化に事

業への検討の材料としていきたいと考え

ております。

　次に、最後の質問、雇用対策について

の対策ですけども、本市におきましては

緊急雇用対策としまして、現在４０２会

議室を貸し切りまして市内事業所、約４，

０００の事業所の調査を行っております。

　それに取り組む職員につきましては、

６名の短期雇用を創出しまして、３か月

の雇用をしまして、アンケート調査の資

料の回収、フォローアップ等をしていた

だいております。

　また、地域就労支援の講座につきまし

ては、有効求人倍率が０．４台と、２人

に１人の求人以下の状態になっておりま

すので、就労支援事業を前倒ししまして、

前期に集中して今は取り組んでいる状況

でございます。

○森西正委員長　インフルエンザの進捗

状況という質問があったんですが、これ

は福永理事でよろしいですか。

　交付金を活用してのインフルエンザ対
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策という質問があったと思うんですけれ

ども、それに対してのお答えをいただき

たいと思うんですけれども。

　福永理事。

○福永保健福祉部理事　インフルエンザ

対策といたしまして、これまでのところ

サージカルマスクや、それから発熱外来

で使用いたします保護衣等、それから発

熱外来で使用いたしました手袋やゴーグ

ル等、それから各公民館等にお配りいた

しました手指消毒剤等、それらの購入。

それから、ただいま発注いたしておりま

すが、今後、発熱外来を開設いたします

ときに必要となってきます陰圧テントの

購入等で、経済危機対策臨時交付金を使

用させていただきました。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　まず、こども園の話な

んですけれども、認可基準を満たすもの

ということであれば、基準を下げるとい

うことにはならないかと思うんですけれ

ども、この形がまたどういったものにな

るのかというのを、研究というか、ご報

告いただきたいと思うんです。

　というのは、今の幼稚園と併設になる

わけですよね。共有部分を使用されると

いうような話になるんじゃないかなと思

うんで。つまり幼稚園と保育所と両方の

施設にまたがるような施設基準というの

があるのかどうか、ちょっと私はわから

ないんですけども、そういった部分で緩

めるということにならないように、しっ

かりと基準を守らせていくべきだと思っ

ておりますので、またその辺ももしわか

るようでしたら、お聞きしたいと思いま

す。

　それと子育て応援特別手当ですね、こ

れはもう執行停止ということですから、

ここで議論しても、もうそれも受け付け

もしなければ、それこそお知らせするこ

ともないかと思うんですけれども、子育

て応援特別手当そのものにわざわざ反対

するものではないですけれども、庶民の

将来の増税につながるというばらまきに

は非常に懸念をしているところでして、

自治体がこれだけ振り回される国の政策

決定の変化ですね。これに対しては、自

治体からしっかりと意見を上げていくこ

とが必要だと感じています。

　国が求める負担金などに、いろいろ自

治体の首長なんかが抵抗するような動き

も注目が集まってますけれども、市独自

の提案、市の政策としてしっかりと提案

ができるように追及をしていっていただ

きたいと思いますので、これは要望とし

ておきます。

　それからプレミアム商品券ですけれど

も、流れとしてこれに落ちついたという

のはわかりますけれども、もっとしっか

り議論がされているのかなというのが、

これ実施予定でいうと、１２月になると

いうことなんですけれども、６，０００

万円のお金が市内に回るということで、

当然、活性化にはなるんでしょうけども、

年末の買い入れ時期というか、ふだんで

も動く時期にお金が動くわけで、どちら

かいうと２月、８月が非常に経済的には

しんどいということもお聞きしますんで

すけども、２月期に使えるようにすると

かいうようなことが、議論されなかった

のかなとか、いろいろあると思うんです

が。

　それから、さっきの委員の発言にもあ

りましたけれども、買い占めに対して、

やっぱり良識的な判断に任すみたいなと

ころで言うと、どこのだれが使っても、

摂津市域に国のお金が６，０００万円落

ちればいいというような批判もあるかと

思うんですけれども、こういったことに

ついて、決定には議論が深められる必要
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があったんではないかなと思います。そ

の辺、またちょっとお考えを聞かせてい

ただければと思うんですが。

　それから今回、これだけのプレミアを

つけるというのは、特別措置がかかって

いるということなんですけども、今後こ

のシステムというのか、商品券のような

状態の活性化ということであれば、今後

はもうそれこそ公取法の範疇で、こうい

うプレミアをつけられないわけですよね。

商品券は額面どおり、割引もするとして

も数パーセントというふうになると思う

んですけれども、いろいろこういった地

域振興券みたいな取り組みは、ぜひとも

これからも検討していただきたいと思う

んです。

　というのは、以前、正雀の商店街では、

すずめ３シールという商店街独自の取り

組みが結構、効果を発揮してたと思うん

ですけれども、残念ながらなくなってし

まったんですけれども、なかなか運用が

難しいということがありますので、市が

手助けしてよい形にできればと思ってお

りますので、これは要望としておきます。

　それから、景気の中枢に雇用があると

思うんですけれども、ことしの予算要望

などでいただいた資料では、労働相談事

業を引っ込めちゃっているんですけども、

雇用対策をぜひ今後も大変厳しい状況が

進みますので、進めるべきだと思います

ので、要望としておきます。

　それからインフルエンザ対策も、春か

らいろいろお金の使い道も決めて頑張っ

てくれてはるんですけれども、これから

も、まだいろいろ出てくると思うんで、

できる限りのことをしっかり。今回は、

これもイレギュラーですから、よろしく

ということで要望としておきます。

　こども園と商品券の扱い、お考えがあ

れば、お聞かせいただければと思います。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　摂津ひかり幼稚

園の認定こども園のご質問についてでご

ざいますが、共有部分についてはどうな

のかというご質問ですけれども、保育室

につきましては、全く共有ということは

ございません。３歳未満児が認可保育所

の部分、３歳以上児が認可幼稚園部分と

いうことになっておりますので、３歳未

満児と３歳以上児をはっきりと分けて、

保育・教育という形になっております。

　ただ、出入り口ですとか調理室につき

ましては、共有ということでお聞きして

おります。

　認可の基準のスペースにつきましては、

区分けされて申請が出されております。

　以上でございます。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは商品券の

期間等につきまして、まず、ご答弁させ

ていただきます。

　商品券につきましては、６か月以内の

有効期限で発行するという規定がござい

まして、本市、地方自治体としまして、

その範疇の中で対応しております。

　今回、１２月に販売しまして３月末日

まで、その商品券はご利用できます。利

用していただいた後、金融機関の方で４

月末まで換金の受け付けをさせていただ

いて、市が立替えていただいております

商品券代金分を金融機関に５月中にお支

払いしまして、完結する形になっており

ます。

　今回の活性化の臨時対策交付金につき

ましては、年度内というか形の事業になっ

ておりまして、それと合わせるような形

で、３月３１日までご利用ができるとい

う状況になっております。

　また、１２月３日に販売させていただ

くことになりましたのは、クリスマス商
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戦、正月の歳末の大売出し等のその最初

の取っかかりをさらに盛り上げるために、

１２月から販売しまして、これも使って

くださいという形でプレミアム１，００

０万円、また購買者の方の５，０００万

円も含めて、そのお金が市内で使われる

という形で考えております。

　また、買い占め等の問題につきまして

は、一人１セット販売ということで、本

市は取り扱いをしております。他市の事

例を見ますと、１０セットまでオーケー、

５セットまでオーケー、３セットまでオー

ケーという、いろんな対応があるわけで

すけども、一人の方がたくさんの冊数を

買われますと、本市の目的であります、

広くできるだけたくさんの方に、この商

品券を使っていただきたいというところ

もありまして、本市では１セット販売と

しております。

　また、販売箇所は、市役所の販売も含

めまして、１２か所のところであるわけ

ですけども、民間の金融機関の農協と郵

便局の方で販売をしていただくわけです

けども、この１１か所につきましては、

午前９時きっかりに販売をしていただく

という形にしておりますので、１人の方

がたくさん大量に買われるということは、

非常に難しいのではないかと考えており

ます。

　また、商品券のこの流れにつきまして

は、今回の事業が終わったあと検証し、

またいろんな商業の施策の中におきまし

て、こういう商品券的な動き、例えば先

ほど委員から質問もありましたように、

商店街の方で発行する地域的な商品券等

の施策にも、助言、支援していきたいと

いう考えでおります。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　民生常任委員会は今回が初

めてです。どうぞよろしくお願いします。

　私の方からも、このプレミアム商品券

について、幾つか確認したいことがあり

ます。

　一つ目は販売箇所ですけれども、地域

の郵便局と農協さんということになりま

すが、そうした場合に、やはり地域に郵

便局、農協がすぐ近くにない、やっぱり

遠い地域というのが出てくるかと思いま

す。そうしたところに対する配慮などは

ないのかということ。

　それから、この商品券の目的として、

やはり地元商店の活性化のためにという

ようなことが、大きな目的であると思わ

れますけれども、近くに商店街がない地

域、正雀でもそうですが、千里丘でもだ

んだんと商店街がしんどくなってきてい

る。こういう状況に対しては、何らかの

手当てをしていかないといけないという

ことで、これに取り組まれているかと思

いますけれども、鳥飼の八防のあたりで

は、今、商店街というには、店がもう次々

と閉まっていってるような状況もあって、

大変厳しいかと思います。また、明らか

に商店が近くにないという地域にとって

は、なかなかこの商品券に対する魅力と

言いますか、そういう利点が感じられな

いこともないのかなというふうなことも

ありまして、この点についての見解を、

お聞かせいただきたいと思います。

　あと今回のこの商品券について、環境

に配慮した部分を、啓発的な意味を込め

てやられるということになっていますけ

れども、この点について、もう少し詳し

くお聞かせいただけたらと思います。

　以上、３点お願いします。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まず、１点目の販

売の箇所について、ご答弁申し上げます。

　本市におきましては、商品券の販売を
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農協２店舗、郵便局９店舗、市役所１店

舗、合計１２か所で販売するわけですけ

ども、近隣の状況によりますと、池田市

では池田市域の中で３カ所、吹田市で申

し上げますと、吹田全域で１８か所とい

う形になっております。本市におきまし

ては、金融機関のご協力を得まして、当

然、販売となりますと、いろんな安全対

策等がありますので、その辺を踏まえて、

１２か所で販売させていただくこととな

りました。

　また、１２か所につきましては、市域

の旧特定郵便局等の位置を確認した上、

おおむね全市域的な位置で販売できてる

のかなという形で考えております。

　続きまして、商品券の魅力の件ですけ

ども、これにつきましては、例えば商店

街地域が、すぐお近くにない方もおられ

ます。ただ、これは市が発行する商品券

ですので、例えば商店会に加入されてい

ない個人のお店、または中規模のスーパー、

大規模の量販店等ご参画いただけるよう

な形で、事業所につきましては、風俗営

業法にかかわるスナック以外の店につき

ましては、対象外となりますけども、医

療機関も含めまして商品券の利用対象と

しておりますので、あとはその経営者、

または対象者の方が、商品券の取り扱い

をしてやろうというご意見をいただきま

したら、登録の方を商工会でしていただ

くという形で、商品券の取り扱いができ

るように公平な対応をして、進めていき

たいと考えております。

　次に、環境への配慮つきましては、今

回５００円券が１２枚つづり、表紙を１

枚乗せまして１３枚になっております。

　まず、環境の取り組みとしまして、本

市は、まちづくりのテーマでありますカー

ボンニュートラルというような環境に取

り組む市ということで、商品券につきま

しても素材につきまして９０％は通常の

材木、あと１０％につきましてはサトウ

キビの搾りかすを１０％混入しました紙

を使って環境に配慮しております。

　それと、表紙にあります抽せん券につ

きましては、商店会で抽せん会が開催さ

れ、その抽せん券が金券にかわりまして、

最終的に市役所の方にまた返ってくるよ

うな仕掛けを設けております。

　また、もう一つに商品券をつづった切

れ端を各公共施設、公民館等に回収ボッ

クスを設けまして、そこに入れていただ

いて、３月末に全商品券を回収しまして、

抽せんにより市内事業所の環境にやさし

いグッズを、１００名の方にプレゼント

するような形で考えております。要する

に、発行しました商品券の紙すべてを回

収し、取り組んでいくという環境に配慮

した上での商品券という形で対応してま

いりたいと思っております。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　その販売先、それから商店

街の位置等々、この点で確認させていた

だいたんですけれども、この間、市民意

識調査や、また、購買実態調査等々に取

り組まれてきた経緯があるかと思うんで

すけれども、やはり地域的にすごいばら

つきがあるのを私も気にはしてまして、

特に四中校区や五中校区、近くに商店街

がないということで、市外に出かけて買

い物をされている、そういう方が多いと

いうこと。

　それから、その地域に郵便局なり販売

所は、四中校区は別府の郵便局１か所、

五中校区の場合は、鳥飼小学校の前の郵

便局が１か所というようなことになって

いて、こちらの安威川以北の地域には、

農協、郵便局、市役所を合わせると８か

所かたまっていることと比べると、やは

り地域によってのばらつき。この対策に
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ついても若干、不公平感が生まれてくる

んではないのかなというふうなことを気

にかけています。

　それから、ＪＲを挟んで千里丘の地域

ですけれども、こちらの方になりますと

市場の郵便局、ここが販売箇所になるか

と思うんですけども、その近くで日常的

にやはりお買い物、食料品や日用品を買

いに行かれる方たちが、やはり吹田市さ

んにある大型店に日常的に行かれる方が

多いというようなことも、地域の方から

は耳にしたりもしてますので、そういっ

たところには使えないというようなこと

になっているかと思います。

　そうした中で、量販店なり、車で出か

けられるスーパーなりに、この商品券の

利用が偏ったりすることになるのではな

いのかなというようなことが、懸念の材

料として私の方では感じています。

　今回のこのプレミアム商品券の目的と

しては、市域の小売店、商店の活性化と

いうようなことを最大の目的とするなら

ば、そういったところも、きちんと配慮

しておく必要があるのではないのかなと

いうように思っています。お考えを、も

う一度答弁をお願いします。

　それからもう一つ、啓発の部分なんで

すけれども、地域環境に配慮して、もち

ろん必要なことで、今の情勢の中で大変

ここのところも力を入れて取り組まれて

いるということは評価もするんですけれ

ども、一方で、やっぱりここの商品券の

目的の地元商店を応援していこうという

ようなところを、販売の中で啓発の意味

を込めてやっていくことが、大事なので

はないのかというふうに思ってまして、

この間も、やはり消費者の視点から見た

ら、厳しい経済状況の中で、生活防衛と

いう視点からいきますと、どうしても少

しでも安いところで買い物をしたいとい

うようなことで、この商品券を買いに来

られる方も節約や、またそういうことも

考えて、いろんなお買い物に出られると

思うんですけれども、その際に、その地

域から商店がなくなっていってしまう、

地元の経済が潤わないと、地域の力自体

が、どんどんと落ちていってしまうんだ

というようなことなども、もちろんそう

いったことは重々わかっている方も多い

と思うんですけれども、その点を、この

商品券の中で再度、販売の際にこういう

目的なんだというようなことでの啓発が

要るのではないのかというふうに思って

ます。

　この商品券自身が、もちろん地域経済

を活性化させていく上で大きな役割を果

たしていくと言いましたら、そうはなら

ないというふうには、なかなかこの１回

の取り組みで、できるものではないとい

うふうな形で私も認識しています。

　そうした中でより一層、今の商工対策

の中で何が必要なのかということについ

ては、引き続き検討、研究をお願いした

いと思います。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、まず商

品券の地域の事業者に対する支援という

形のところにつきまして、ご答弁を申し

上げます。

　まず、商品券の発行につきましては、

購買行動を誘発するというのが目的でご

ざいます。本市としましても委員のご指

摘どおり、商店街が非常に厳しい状況に

なっております。商品券が市内のそうい

う商店街で使われることを切に希望して

おりまして、今回発行する商品券につき

ましては、その表紙のところに商店会の

抽せん券をつけまして、１２月１２日、

１３日に市内の５か所の商店会地域で抽

せん会を開催します。
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　これにつきましては、はずれ券はない

形で、５００円券から５０円の金券をプ

レゼントしまして、それを商店会のお店

で使っていただいて、消費の呼び込みと

言いましょうか、商店街への誘導施策と

して取り組みをしております。

　また大型店、市内には１，０００平米

以上の大型店等が１１店舗ございます。

こういう大型店につきましては、資金力

等が潤沢でございますので、換金率につ

きましては、通常の小売店は１００％、

中規模の小売店も１００％ですが、大型

店につきましては９５％の換金率で、５

％の経費の一部の負担をお願いしており

ます。

　そういう形で、零細・小規模の店舗に

手厚く、中規模には特になし、大型店舗

につきましては５％の事務費の負担をお

願いする形で、この商品券の取り組みを

しております。

　次に、販売の不公平という部分につき

ましては、商品券につきましては先ほど

申し上げたように、お金を５，０００円

お預かりして、商品券を６，０００円分

渡すという形の非常に安全対策が必要な

部分でありまして、金融機関の方で打診

させていただきまして、その中で農協と

郵便局が手を挙げていただきました。

　もちろん、ほかの金融機関にも打診は

させていただきました。商品券をするか

ら何とかという形でお願いしましたけど

も、銀行業法とか、その各金融機関さん

の定款のところで抵触する部分がありま

して、農協と郵便局の方は、特に支障が

ないという形でご回答をいただきまして、

今回１２か所での販売となりました。

　また、周知につきましては、１１月か

ら１２月の販売期間まで、非常にタイト

な状況になりますけども、本市では広報

紙はもちろんのこと、商工会にも１１月

４日に商工会報の配布日の変更をお願い

しまして、また地方紙への掲載とか、チ

ラシの配布等がありますけども、今回、

四大新聞に折り込みチラシを各家庭に配

布させていく取り組みを考えていまして、

もちろん片面は商品券がどこどこで発売

されますとともに、裏面は事業者の募集

という形の登録申請書になっております

ので、そういう形で周知に努めていきた

いと考えております。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　３回目の質問になりますの

で、最後ちょっと１点、最初の質問で、

私、漏らしてました。

　本会議の中で、寝屋川の商品券がいい

ことをやってますよというようなことを

指摘される議員がいらっしゃって、私も

どういうものなのかというようなことで、

ちょっと調べました。

　これは商店街連合会が発売をして、市

はそれを援助するというか、応援すると

いうような形なんですけれども、その中

身が５００円券の１１枚つづりで、７枚

がたしか大型店、小売店両方で使える券

と、それであとの４枚は小売店限定で使

えるというようなことで、１１枚を色分

けして、そういったことで小規模店舗に

その券が落ちるようにというような、そ

ういう工夫がされているというふうに見

て感じたんですけれども、そうした例え

ば対応というか、また工夫なりができな

いのかどうか、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　商品券の販売につ

きましては、本市で１万セット販売しま

して、寝屋川市では一応６万セットと規

模は違っているわけですけども、本市と

しましては、商品券の方は例えば寝屋川

市みたいに色分けしましてスーパー用と
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か、大型店用とか、個人店用とかいろん

な仕掛けがあるんですけども、私どもと

しましては、できるだけたくさんの商品

券を商店街で使っていただきたいという

考えがありまして、特にそこでの切り分

けで、例えば大型店に幾らと最初からわ

かるような形では、対策は考えておりま

せん。

　今回、池田市で既に初回を実施されて、

既に集計、分析ができてるわけですけど

も、その結果では、池田市の大型店等に

つきましては、ダイエーと阪急オアシス

があるわけですけども、それを合わせま

して２８．１％、約３０％弱の商品券が

流れ込みました。一般小売店等につきま

しては４２％が利用。飲食店が１９％、

その他、医療機関とか、ジャンル分けが

非常に難しいところが１０％という状況

になっております。本市としましては、

商店街の方でできるだけ商品券を使って

いただきたいという形で、商品券の抽せ

ん券という形の取り組みもしております

ので、行政もできるだけそういう形での

支援で取り組んでまいりたいと思います。

一応、切り分け等はしておりません。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　冒頭に委員長ととも

に、速やかな進行ということでお願いし

た立場でありますけれども、少しだけお

聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

　先ほどから、それぞれの委員さんから

ご質問がありまして、また、先週の本会

議の中でも多くの議員が取り上げてきた

この商品券についてなんですけれども、

委員長も本会議の中で、弱者対策という

ことをどうしていくんだとお話をしてお

られまして、きょう具体的な３００セッ

トを用意しているというようなお話であっ

たりとか、また本保委員から、その根拠

はどうなのかというような質問があった

わけなんですけれども、私は今回のこの

弱者対策ということで、３００セットを

今回用意されるということで、取り組み

としては評価できるんじゃないのかなと

感じているんですけども。

　そもそも今回１万セットに限定してい

るということが、事を発しているんじゃ

ないのかなという気がするんですね。当

然この交付金との関係もあるのかなと思

うんですけれども、希望される方には販

売をしていくという形も、当然模索され

たのかなと思うんですけれども、今回ど

のような議論をたどって、この結論に至っ

たのか、一度お聞かせをいただきたいな

というように思っております。

　それと、今後の展開ということで、そ

れぞれ例えば商店会なんかで独自での取

り組みといったものを、支援していこう

というようなお話があったわけなんです

けれども、また、それも評価できるもの

ではないのかなと思うんですけれども。

　しかし、その一方で、やはり購買する

立場からすると、購買に魅力を感じるよ

うなものがなければ、やはりこれは取り

組みをしたところで、成功しないという

のは当然の話でありまして、その辺をや

はりしっかりと戦略的に持ちながら、産

業振興課として事に当たっていただきた

いなと今思っているわけでございまして。

　きょう、弘委員のご質問の中でも、今

までは例えば吹田市であるとか、郊外の

量販店に買い物に行っていたけれども、

今回のこの取り組みによって、そういっ

た方の足を市内に向けるということでは、

大きな意味があるんだろうなというふう

に思うんです。そこで購買される方が、

今まで気づかなかったけれども、摂津市

でもやはり魅力あるものがあるんだなと、

－14－



購買に魅力を感じる部分があるんだなと

いうことを感じていただくということが、

やはり大きな効果じゃないのかなという

ふうに感じておるんですけれども、この

点につきましても、今現在どのような戦

略を持っておられるのか、ぜひ一度お聞

かせいただきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まず、弱者対策に

つきましてですけども、これにつきまし

ては本市の方で、先般の本会議でご意見

をちょうだいいたしまして、一応、日曜

日の２，０００セットのうち３００セッ

トを切り分け、対策をさせていただきま

した。

　もちろん当初としましては、日曜販売

のときに市役所前の駐車場につきまして

は、障害者や高齢者の買い物が非常に不

利な方の駐車場という形で、また、近畿

自動車道下の駐車場につきましては、一

般の方が置いていただくという取り組み

を考えておりました。今回は追加で、特

別対策をさせていただいた状況になって

おります。

　それで、まず１万セットにつきまして

は、なぜ１万セットなのかというところ

ではいろいろ議論がありまして、本市は

約８万４，０００人弱の人数に対して１

万セット、約８．４人に１人の状況になっ

ております。例えば吹田市でしたら３５

万人に対して５万５，０００セット、約

６．４人に１人、東大阪市を見ますと１

６．８人の１人、和泉市で見ますと１８．

５人に１人とかという状況になりまして、

おおむねまず数値だけを見ますと、商品

券を発行されている近隣の市町村レベル

と同様と思っております。数字的には、

若干、私どもの方が市民の皆さんに行き

渡るような数値になっているかと思いま

す。

　他市の方では、セット販売をお一人に

つき１０セットまで、５セットまで、３

セットまでというような、一人の方が複

数買える状況になっておりますので、さ

らに他市の状況は、多くの人には行き渡

りにくい。本市の場合は、一人１セット

というように限定しておりますので、そ

の分、たくさんの方に行き渡るという形

になっておりますので、そういう形で１

万セットで実施させていただいておりま

す。

　次に、商店会の方の取り組みですけど

も、この商品券の方は、商店街に使って

いただきたいという趣旨でやっておりま

すので、先般から商品券が実施できれば

という形で、商店連合会、商工会、商店

会の代表の方を通じまして、既に２回ほ

ど会合しております。

　こういう会合を通して、皆さんでやっ

ていこうという機会が今までほとんどな

かったということで、逆に商店会の団体

さんが自主的に、この商品券を発売され

たら、そのときに５００円商品券にちな

んだ形での取り組み、また独自のワゴン

セールと言いましょうか、そういう部分

もしたいと。

　さらには、各お店で、次回来ていただ

いたら使えるような金券も発行したいけ

どもというような意見も出てきておりま

す。私どもとしましては、それは独自施

策になりますけども、できるだけ支援さ

せていただきまして、今回１０分の１０

の商品券の事業ですけども、後に続くよ

うな形で、また、商店会、商工会の方と

仲良くなると言いましょうか、連携を密

にしまして、今後の取り組みもお願いし

たりとか、また協力もしたりという形で

進めていきたいと考えております。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　ご答弁いただきまし
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て、その１万セットの根拠ということで

もご説明いただきまして、よく理解はで

きたわけなんですけども、今課長から、

今後につなげていきたいというようなお

話をいただきまして、今回は私はやっぱ

り大きなチャンスにしていただきたいな

というふうに思うわけですね。

　先ほども申し上げましたけども、今ま

で市外にどうしても足が向いていた方を

市内に向けると。そこでまた購買される

方に、今まで気づかなかったことを気づ

いていただくということが、非常に大き

なことであろうというふうに思っており

ますので、それはやはり行政としてもそ

の思いを持っていただきながらから、実

際にその商店を営んでおられる方にも、

やはりそのことをもっと強く意識してい

ただくということで、戦略的な取り組み

と言いますか、打ち出し方をしていただ

いて、あのときやってよかったなと、あ

れがきっかけで市の商業の活性化につな

がったんだなと言われるものに、ぜひし

ていただきたいなというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いをいたしま

す。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　質問なしと認め、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時　９分　休憩）

（午前１１時１０分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４２号の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑はございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　決算に向けて２０年度

の補正で、どれだけ予算がふえているか

などをチェックしているところなので、

なかなかちょっとわからないんですけど

も、この決算に伴う返還金が、適当かど

うかということを見ていきたいと思って

おります。

　同時に、先日、介護保険の運用状況を

出していただいてますから、返還金とも

かかわる点で、１点だけお聞きしたいと

思います。

　２０年度で、要介護認定は２，２４７

人なんですけれども、サービスの受給者

は１，３８９人ですね。介護認定を受け

てもサービスを受ける必要のないという

か、受けられない方が８５８人いらっしゃ

るということなんですけれども、

これをどう見ているかということをお聞

きしたいと思います。受給者がふえると

いうことで、返還金が減るかどうかちょっ

とわかりませんけれども、受給量との関

係があるのかどうか。

　それから受給者が、サービスを受けら

れない方が多いというのは、これは自己

負担金など経済的理由で、利用を控えて

おられるのか、もしくは認定をしてもらっ

ていても、サービスを提供してくれる事

業者が近くにないのか、いろいろあるか

と思うんですけども、認定数と利用数の

差をどう見て、運用がどうかということ

をお聞かせいただきたいと思います。

　全体の率でいうと０．６％とはいえ、

２，０００万円の補正になりますから、

予算との関係で、この０．６％の弾力性

というか、さやというのが要るのかどう

かと思いますけれども、このあたりの見

方もちょっと教えていただければと思い

ます。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、認定を受け

られてサービスを利用されていない方の

理由というご質問ですが、これは第４期
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のかがやきプラン策定に係る意向調査の

結果報告書にある部分なんですけれども、

認定を受けられて、いずれのサービスも

利用されていないと答えられた方に、そ

の理由を聞いております。

　一番多かったのは、当面はサービスを

利用しなくても何とかやっていけるとい

うお答えが３６．１％、次に、不明とか

無回答が多いんですけれども、その次が、

当面は家族などによる介護でやっていけ

るという方が２２．２％、その次に、病

院に入院中など、健康上の理由で利用で

きないという方が１３．９％ということ

でございます。

　委員からお話のあった利用料、自己負

担の関係ということで、サービスの利用

料負担が高いというお答えが２．８％と

いうことになっております。

　認定の申請をされる方の中には、常時

の介護支援ということではなくて、住宅

改修で手すりの設置であるとか、段差解

消をされて、それによって当面は自宅で

生活を続けることができるという方も結

構いるというふうに、我々の方では把握、

認識しております。

　それから、返還金との関係ということ

でございますけれども、今、詳細な資料

は手持ちにないんですけれども、第３期

計画との関係で言いますと、初年度の１

８年度の給付が計画のほぼ９５％、それ

からこの１９年度、２０年度がそれ以上

ですね、９７％、９８％といった、ほぼ

計画に近いような利用の状況でございま

した。

　これは計画を立てるときには認定者数

ということではなく、実際の利用者の利

用状況ですね、給付の状況から、実績と

か今後の伸びを見て計画を立てておるん

ですけれども、この３年間で見ますと、

ほぼ計画に近い形、若干給付が計画より

も少なかったというふうな状況でござい

ます。それに比べて、一方で被保険者の

数、高齢者の数というのは、計画よりも

若干多かったということで、いわゆる保

険料の方の歳入は、計画よりも若干多目

に入っております。

　ただ、これが返還金との関係で、どう

なのかということですが、この返還金と

言いますのは計画上の数値で、概算で国・

府・市、あるいは支払基金から交付を受

けております。国と府については、若干、

その実績に応じて、年度内でも補正され

るんですが、それ以外については、計画

の数値を概算でいただきまして、実際、

給付が若干少のうございますから、翌年

度で、その差額を返還するということに

なっておりまして、若干、給付が計画よ

り少なかったということで、今回の返還

金が出ておるという次第でございます。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　そういった意味では、

これは一応出てくるものというのは理解

するんですけれども、地域包括支援で、

今、地域との懇談も進められていると思

うんですけれども、今はこの高齢者介護

が中心テーマだと思うんですが。

　先ほどもかがやきプランから、利用実

態の調査アンケートなどの話も聞かせて

もらいまして、制度は１０年、始まって。

この中で、ご不満が出てこないからとい

うことではなくて、実際、何が足りない

かというか、やっぱりこれから政策に生

かしていくべきものというのが、必要や

と思うんですよ。

　かがやきプランなんかでは、地域支援

なんかが非常に強調されておるんですけ

れども、必要な介護を、いかに経済的負

担も小さくして、提供されるサービスが

きちんと受けられる、そして存在すると

いうか、そういうシステムを政策として
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確立していくとこが、やっぱり目標とし

ていく必要があるかと思うんですけれど

も、介護サービスの状態も、受給の状態

も、今これでよしということではないと

思うんですけれども、今後に向けてのそ

ういった政策なんかをどう考えておられ

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　介護保険の事業計

画につきましては、ご承知のように３年

を１期とする事業計画を策定しておりま

す。

　本市の場合は、せっつ高齢者かがやき

プランという名称で、いわゆる介護保険

だけでなくて、高齢者の福祉計画と一体

的なものということで策定しておるんで

すが、アンケート等についてはその都度、

３年に１回という形ですが、事業計画の

期間途中も委員さんの方々に進捗状況の

報告をしつつ、ご意見をいただくという

ことで。

　ただ、それだけではなくて日々、介護

保険の分野については、特に事業所さん

が任意で運営されている事業者連絡会、

こういうところに市の方もオブザーバー

というような形で入りまして、現状、実

態の把握であるとか、ご意見をいただい

たりいうこともしておりますし、それか

ら、介護相談員の派遣事業ということで、

市の委嘱するボランティアの方々に市内

の入所、通所の施設に、毎月訪問派遣を

しておりまして、その中で利用者の方の

声であるとか、事業者の方の声、あるい

は相談員さんが気づいたこととかいうの

を、逐次、市の方にも報告いただきまし

て、そういうことも含めまして、今後の

介護保険事業はどうあるべきかというこ

とを考えて、政策に生かしていきたいと

いうことで考えております。

○森西正委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午前１１時２０分　休憩）

（午前１１時２２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第４１号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めす。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時２３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　民生常任委員長　森 西 　 正

　民生常任委員　本 保 加 津 枝
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